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（本県の地域療育支援体制図：～R4まで）
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１ 現状・これまでの経緯



（１）地域療育センター設置等の経緯

１ 現状・これまでの経緯
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●熊本県においては、平成16年度より順次、県内の各圏域に１つずつ、地

域の中核的な療育支援を担う「地域療育センター」を整備してきた。

●平成24年の改正児童福祉法の施行により、新たに「児童発達支援セン

ター」が創設されたため、地域療育センターを運営する法人に対して児童

発達支援センターへの移行を要請し、「地域療育センター」と「児童発達

支援センター」の両方を担ってもらう形で整備を進めてきた。

【当時の地域療育センターに係る課題】

〇予算額の制約（県と市町村で財源構成）

〇地域療育相談員の活動飽和状況（発達障がい児の増加、

支給決定を受けた児童・受けていない児童への支援が混在）



（１）地域療育センター設置等の経緯

１ 現状・これまでの経緯
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【当時の地域療育センターに係る課題】

①予算額の制約（県と市町村で財源構成）

②地域療育相談員の活動飽和状況（発達障がい児の増加、

支給決定を受けた児童・受けていない児童への支援が混在）

【対応策】

①国の給付費の活用

・県・市町村財源 ⇒ 国・県・市町村財源 ※市町村は巡回支援事業として

②地域療育センタ－と児童発達支援センターの２枚看板

・対象児の状況による支援の振り分け

・受給者証のある児童 ・受給者証のない児童

児童発達支援センター 地域療育センター



（２）現状の共有

１ 現状・これまでの経緯

〇国においては、地域生活支援事業の「児童発達支援センターの機能強化事業（都

道府県任意事業）」と「巡回支援専門員整備事業（市町村任意事業）」を再編・統

合し、新たに「地域障害児支援体制強化事業（県又は市町村事業）（こども家庭庁

所管）」が示された。

〇本県では、人吉圏域以外の９圏域で「地域障害児支援体制強化事業の児童発達支

援センターの機能強化分」を活用し児童発達支援センターへの補助等を実施してい

る（※）。また、人吉圏域は、「障害児等療育支援事業」として、市町村委託事業

で実施している。

（※）これまで、地域療育センターを担う法人に児童発達支援センターへの移行をお願いし、併せて財源につ

いては、これまでの「障害児等療育支援事業」（実施主体：市町村、補助：県1,917千円、市町村1,917千

円））から、「児童発達支援センターの機能強化事業」（実施主体：法人、補助：県3,945千円（国1/2、県

1/2））の移行を進めてきた経緯がある。宇城圏域はR5年度から市町村委託事業（国事業を活用）で実施。

〇児童発達支援センターについては、今般の児童福祉法改正により役割が見直され

る（強化される）が、指定基準や報酬等の詳細は年度末に明らかとなる見込み。
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○ 児童発達支援センターは、平成 24 年の改正児童福祉法により創設。

○H24当時の議論では、児童発達支援センターの役割は、「児童発達支援を行うほか、施設
の有する専門性を活かし、地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる家族への援
助・助言を合わせて行う地域の中核的な療育支援施設」

○ 一方で、現行の児童福祉法や指定基準・報酬告示では、幅広い高度な専門性に基づく支
援を必要とする子ども達への支援をはじめとする児童発達支援センターが果たすべき役
割・機能が明記されておらず、また、期待される役割・機能の発揮が促される構造（指
定基準・報酬告示）には必ずしもなっていない。

参考：障害児通所支援に関する検討会報告書（R5.3.28）

２ 国の方向性

（１）国の現状・課題認識

○国は、児童発達支援センターが、４つの中核機能全てを十分に備えるよう後押しし、
その機能を十分に発揮できるよう、人員基準や報酬について検討する必要がある。

４つの中核機能全てを十分に備える・・・４つの機能を満たしていること、障害児相談支援事業及び保
育所等訪問支援事業の指定を有すること、幅広い発達段階に対応可能であること等

４つの機能・・・①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、②地域の障害児通所支援事
業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能、③地域のインクルージョン推進の中核機能、
④地域の発達支援に関する入口としての相談機能
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（２）児童発達支援センターの指定基準や障害福祉サービス等報酬改定

２ 国の方向性
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●児童発達支援センター充実の方針は示されているが、現時点では指定基準や報

酬についての詳細は不明。

（３）地域障害児支援体制強化事業 ※国補助事業

①児童発達支援センター等の機能強化等・・・必須（ア）（イ）、任意（ウ）

（ア）児童発達支援センター等の質の向上と人材養成

（イ）地域における障害児支援の質の向上
a 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
⇒地域事業所等への（個別）支援

b 地域のインクルージョン推進
⇒保育所、放課後児童クラブ等への（個別）支援

c 障害が疑われるこども等、ハイリスクなこどもと家族のサポート
⇒受給者証のない児への支援、ペアプロ等の家族支援

d 地域の事業所等への研修等の実施
⇒地域の支援機関向けの全体的な取り組み

（ウ）選択事業

②巡回支援専門員整備

a 巡回等の活動計画の作成
b 巡回等支援
c 戸別訪問等
d 関係機関との連携
e 地域の体制整備への関与
f 専門性の確保専門性の確保
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３ 国の方向性を踏まえた見直し
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【児童発達支援】

・圏域の一次支援機関
（通所支援事業所、保育
所等）のモデルとなる療
育の提供

・障害児及び保護者への
日常生活における適切で
基本的な支援の提供（質

の確保）

【地域支援】

・圏域内の障害児通
所支援事業所との支
援ネットワーク構築

【地域支援】

①1次圏域への療育に関する助言・指
導（圏域内の支援者支援）

②圏域のネットワーク構築

③地域における療育相談と各種サー
ビスとのコーディネート

【支援対象者】
受給者証のない児童

⇒子育てに不安を感じる保護者や支援の狭間に

いるケース等柔軟に対応可能

【これまでの説明】

＜児童発達支援センター＞

【支援対象者】
受給者証のある（すでに療育を利用している）児童

〇児童発達支援センターと地域療育センターは、二次支援機関として、
児童発達支援と地域支援について、次のとおり役割分担する。

＜地域療育センター＞



【児童発達支援】

３ 国の方向性を踏まえた見直し
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〇児童発達支援センターの中核機能
①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
②地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能

③地域のインクルージョン推進の中核機能

④地域の発達支援に関する入口としての相談機能

⇒①は児童発達支援、②③④は地域支援の要素が強く、

児童発達支援センターには、地域支援の中核となることが期待されている

【今後の考え方】

＜児童発達支援センター＞

【支援対象者】
受給者証の有無を問わない。

≪療育相談員≫【地域支援】

＜県が補助する児童発達支援センター等＞

地域の公平・中立的な支援機能を中心的に
担う療育相談員を配置し、児童発達支援セ
ンターの地域支援機能を強化・拡充



～R4まで

発達障がい児
その他障がい児

受給者証のない
障がい児

児童発達
支援センター

児発センター
機能強化事業

【県】
国 1/2 県 1/2地域の支援

体制整備

保育園等への
相談支援

巡回相談支援
【市町村】
国 1/2 県 1/4 
市町村 1/4

R5以降～

児童発達
支援センター

地域障害児支援
体制強化事業

①児発センター機能強化等
・【県】国 1/2 県 1/2 

又は
・【市町村】国 1/2 県1/2

or
国1/2 県 1/4 市町村 1/4

②巡回相談支援
【市町村】
国 1/2 県 1/4 
市町村 1/4 

支援事項

国スキーム
※国・県の補助割合については、
あくまで予算の範囲内で交付。

３ 国の方向性を踏まえた見直し



３ 国の方向性を踏まえた見直し

13

【今後の考え方】

①国の給付費の活用
・国・県・市町村財源

②児童発達支援センターを中核とする地域支援

（地域の公平・中立的な支援機能を中心的に担う療育相談員を配置）

③支援対象者

・受給者証のある児童・受給者証のない児童

児童発達支援センターには

「地域の発達支援に関する入口

としての相談機能」が求められ

ている

※地域障害児支援体制強化事業のうち、県は「児童発達支援
センター等の機能強化等」（市町村事業としての実施も可）、
市町村は「巡回支援専門員整備」

児童発達支援センター

児童発達支援センターには「地域支援の中核機能」が求められており、

療育相談員だけが地域支援の担い手ではない。



３ 国の方向性を踏まえた見直し

⇒将来的に本県では、圏域に複数の児童発達支援センターが設置されている場合は、

地域療育ネットワーク会議において了承された１センターに委託することを想定。

⇒県の３層構造の地域療育支援体制は維持。

引き続き、こども総合療育センター が２次、１次支援機関へ必要な支援を行う。

R6.2時点
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●本県では、各圏域に児童発達支援センターが設置（宇城圏域はR6年度か

ら設置予定）されている。

●各圏域の児童発達支援センターに対し、「地域障害児支援体制強化事業

のうち児童発達支援センターへの機能強化等」を委託等（※）すること

により、引き続き療育支援体制の充実を図る。

（※）「児童発達支援センター機能強化事業」は法人補助事業だったが、「地域障害児支援

体制強化事業」は委託事業とされている。委託事業の場合、実施主体は委託元（行政）と

なり、母体法人が実施主体となる補助事業と違い、公的な立場で支援に当たることが明示

される。R5年度・R6年度は、補助事業として実施する。



３ 国の方向性を踏まえた見直し
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＜児童発達支援センターの中核機能＞

＜地域障害児支援体制強化事業＞

③地域のインクルージョン
推進の中核機能

②地域の障害児通所支援事業所に
対するスーパーバイズ・コンサル

テーション機能

①幅広い高度な専門性に基づく
発達支援・家族支援機能

④地域の発達支援に関する
入口としての相談機能

児童発達支援
センター等

療育相談員

巡回支援専門員

●行政と連携し、圏域のネットワー
ク構築や、地域課題の共有・解決に
向けた調整を行う機能

県が補助する
児童発達支援
センター等
・療育相談員

を配置

≪療育相談員≫

①地域の公平・中

立的な支援機能を

中心的に担う。

②地域障害児支援

体制強化事業に係

る業務を行う。

③巡回支援専門員

と兼務可
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地域療育センターの具体的役割

【求められる７つの機能を圏域全体で準備する中核】

①当事者交流の場を活用した「個別相談・指導支援」

②個別・グループ療育などを行う「療育支援」

③地域関係者への「巡回支援」

④保護者会・家族教室・育児サークル等「当事者交流の場」

⑤療育サービスの提供にあたり関係者の「調整支援」

⑥保護者会・ボランティア等との「地域交流支援」

⑦こども総合療育センター等の専門（施設）から地域への
「移行支援」

地域療育センター配置当初（平成１６年～）

【求められる７つの機能を圏域全体で準備する中核】≒

【４つの中核的機能全てを十分に備える児童発達支援センター】



R5.10時点
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＜児童発達支援センターの中核機能＞

※ 参考：地域療育センターの名称の継続について
児童発達支援センター等の機能が縮小して見えるため、不可と判断

＜地域障害児支援体制強化事業＞

③地域のインクルージョン
推進の中核機能

②地域の障害児通所支援事業所に
対するスーパーバイズ・コンサル

テーション機能

①幅広い高度な専門性に基づく
発達支援・家族支援機能

④地域の発達支援に関する
入口としての相談機能

地域療育
センター

児童発達支援センター等

療育相談員

巡回支援専門員


